
＜法人 IB 令和６年１月１５日までに令和６年１月１５日以降を振込指定日とした総合振
込、給与振込データの作成を行うお客様へ＞ 
 

令和 6 年 1 月 15 日より手数料の改定に伴い、法人インターネットバンキング（以下法人
IB）での資金移動取引や総合振込等に新手数料を適用いたします。それに伴い令和６年１月
14 日までに令和 6 年 1 月 15 日以降を指定日とする総合振込、給与振込のデータを作成さ
れるお客様には、振込手数料の入力をお願いいたします。 
 お手数ではございますが、法人 IB をご利用される際には以下の手順にて設定を行ってい
ただきますようお願いいたします。 

また、1 月１５日以降になりましたら、管理者でログオンしていただき、手数料変更設定
をお願い致します。 
 
＜振込手数料の変更内容＞ 

 

宛先  

令和６年１月１４日までの振込手数料 

会員・非会員 

当金庫宛  ５５円 

他金融機関宛 ４９５円 

 
 
 

  
令和６年１月１５日以降の振込手数料 

会員・非会員 

当金庫宛  ５５円 

他金融機関宛  ４４０円 

 
＜ 影響のあるお取引 ＞ 

総合振込、給与振込 
 

 ＜ 対象のお客様 ＞ 

1 月 14 日までに 1 月 15 日以降の日付を指定日とする総合振込、給与振込のデータを作成
されるお客様 

 

 
 



 
1.金額入力画面で支払金額を入力すると、現在設定している手数料が自動で表示されます。 
（画面例は 1 月 16 日を指定日とする総合振込の金額入力画面です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.手数料を改定後の手数料を入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 手数料変更後、作成完了をクリックしてください。 

※契約者様が負担する振込手数料と先方負担の振込手数料の差が生じているお客様の場合、
495 円ではない場合があります。その場合は適宜、金額を入力してください。 
 

 

現在設定している手数料

が自動で表示される。 

４９５円 

 

当方負担、先方負担とも改定後

の手数料を入力する。 

４４０円 


